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平成 27 年度「均等・両立推進企業表彰」受賞企業決定！！ 

 

厚生労働省では、「女性の能力を発揮させるための積極的な取組」（ポジティブ・アクション）

及び「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の模範ともいうべき取組を推

進している企業を対象に「均等・両立推進企業表彰」を実施しています。 

愛知労働局（局長 藤澤 勝博）においては、本年度の受賞企業を以下のとおり決定しました。

受賞企業の取組内容は別紙のとおりです。 

 

 

 表彰式は、平成27年 10月 16日（金）に愛知労働局応接室（名古屋市中区三の丸二

丁目５番１号 名古屋合同庁舎２号館２階）にて行います。 

 

 

 

 

 

 

※優良賞は女性の能力発揮促進のため他の模範となる取組を推進している企業 

奨励賞は女性の能力発揮促進のための取組を推進していると認められる企業 

 

＜添付資料＞ 

（別紙１） 株式会社スズケンの取組状況 

（別紙２） 株式会社ジェータックスの取組状況 

（資料１） 平成27年度均等・両立推進企業表彰リーフレット 

（資料２） 愛知労働局管内の均等推進企業表彰企業一覧（平成11～26年度） 

（資料３） 愛知労働局管内のファミリー・フレンドリー企業表彰企業一覧（平成11～26年度） 

（資料４） 平成27年度均等・両立推進企業表彰実施要領 

厚生労働省愛知労働局 Press Release 

平成27年 10月１日（木） 
【照会先】 
愛知労働局雇用均等室 
 室 長 白髭かすみ（内 700） 
 地方短時間労働指導官 温谷 翼 （内 711） 
 （電 話）052－219－5509 

＜表彰式＞ 
日時：平成27年 10月 16日（金）10時から 

場所：愛知労働局広小路庁舎 共用第１会議室 

（名古屋市中区栄二丁目３番１号 名古屋広小路ビルヂング14階） 

 

＜均等推進企業部門＞ 

■愛知労働局長 優良賞     株式会社スズケン 

■愛知労働局長 奨励賞     株式会社ジェータックス 



 
 
 
 
 

◇女性の登用・活躍推進を経営上の重点課題と位置づけ、「女性職位者人数 25 人以上(平成

29 年 3 月）」の目標を掲げ、採用拡大、職域拡大、管理職登用について各種取組を実施 

１ ポジティブ・アクション取組体制 
○ 平成 22 年３月、経営計画会議にて女性の登用・活躍推進を経営上の重点課題とする方

針を発信。同方針に基づき、同年 4月専任組織を設置（現：「ダイバーシティ開発室」）。

女性活躍推進に係る目標を定めて 3 年ごとに評価・見直しを行うとともに、毎年策定す

る経営計画にも目標を盛り込み、経営会議で実施状況を確認 

 
２ ポジティブ・アクション取組内容 
（１）採用拡大の取組 
○採用権限者に複数の女性管理職を含め、選考の中立性を確保 

○女性総合職の応募促進のため採用担当者に女性総合職を起用 

 

（２）職域拡大の取組 
○平成 25 年の人事制度変更時に、スペシャリストコースから新制度の総合職に転換した女

性を対象に、総合職の役割等の理解を深めるため「女性総合職セミナー」を実施 

○キャリア形成支援の取組として、年１度、自身のキャリアプランを明確にし、上長との

「キャリア面接」を実施 

○女性営業職（ＭＳ）の一支店への複数人配置や、本人の希望により妊娠した場合に一時

的に職種変更を可能とするなど、女性の受け入れ態勢を配慮 

 

（３）管理職登用の取組 
○女性管理職を継続輩出する「女性リーダー育成支援プログラム」を策定。管理職候補を

リストアップし、個別の育成計画を作成し、育成責任者が育成を実施 

○評価方法、資格・等級別の能力開発や OJT の方法を明確化する「人事制度ガイドブック」

を作成し全社員に配付 

 

（４）職場環境・職場風土改善の取組 
○男女の役割分担意識解消や女性のマネジメントを考えるために本社統轄課長・支店長以

上を対象とした職位者勉強会を実施 

○女性営業職のキャリア形成のために先輩社員の講話を聴いたり、受講者同士のネットワ

ーク作りや経営層からの助言を得る「グループ合同女性営業担当者セミナー」を実施 

 
３ ポジティブ・アクション取組成果 
○女性総合職の新規採用人数が増加 平成 25 年 →平成 27 年  1.5 倍に 

○営業職（ＭＳ）の女性比率が増加  平成 21 年 1.1％→平成 27 年 2.8％ 

○女性職位者（部下を持つ）人数が増加 平成21年 4名（0.4％） →平成27年 15名（1.5％） 

○部長・副部長の女性人数が増加  平成 25 年 0 名（0％）→平成 27 年 4 名（1.8％） 

均等推進企業部門 愛知労働局長 優良賞 

株式会社スズケン 
所在地：愛知県名古屋市 業種：卸売業 従業員数：約 5,000 人

（別紙１） 



 
 
 
 
 

 

◇女性社員がその能力を最大限発揮できる環境を確立し、企業としての持続的成長を 

目指すため「女性活躍推進プロジェクト」（Shining Star Project）を設置し、取 

組を実施 

 

 

１ ポジティブ・アクション取組体制 
○ 経営トップの方針のもと、平成 25 年に「女性活躍推進プロジェクト」を設置し、社内 

の現状把握のため、女性活躍推進に関するアンケートを実施 

○ 女性の活躍推進に係る具体的な実施計画を毎年策定 

○ 取組方針や実施状況について毎年４月の辞令交付式にて全社員に周知 

 
 
２ 職場環境・職場風土改善の取組 
○外部講師による「女性活躍推進のための管理職研修」を実施 

○女性社員間のネットワーク作りを推奨するため、リーダー昇格前の女性社員と女性役職

者による座談会を実施 

 ○女性活躍推進の必要性を全社員が共有し、会社全体の活性化につなげるため、外部講師

による全社講演会を開催 

 

           
 

平成 26 年に女性の活躍の幅を広げるための人事制度改革を実施しており、今後、女性の採

用拡大及び管理職登用に向け、具体的に目標を定めて取り組むことで成果が上がることが強

く期待される。 

 

均等推進企業部門 愛知労働局長 奨励賞 

株式会社ジェータックス 
所在地：愛知県名古屋市 業種：卸売業 従業員数：約 200 人

（別紙２） 











          （資料２） 

 愛知労働局管内の均等・両立推進企業表彰  
（均等推進企業部門）受賞企業一覧 

年度 表彰種類 企業名 所在地 

平成１１年度  （愛知労働局長賞）※ ソニー幸田株式会社  幸田町  

平成１２年度  愛知労働局長賞  株式会社ノリタケカンパニーリミテッド  名古屋市  

平成１３年度  愛知労働局長賞  株式会社松坂屋  名古屋市  

平成１４年度   なし    

平成１５年度  

厚生労働大臣優良賞  アイシン精機株式会社 刈谷市  

愛知労働局長優良賞  豊田通商株式会社 名古屋市  

愛知労働局長優良賞  愛三工業株式会社  大府市  

平成１６年度  愛知労働局長優良賞  岡崎信用金庫  岡崎市  

平成１７年度  

愛知労働局長優良賞  大同特殊鋼株式会社  名古屋市  

愛知労働局長奨励賞  松下エコシステムズ株式会社  春日井市  

平成１８年度  

愛知労働局長優良賞  株式会社イノアックコーポレーション  名古屋市  

愛知労働局長優良賞  トヨタファイナンス株式会社 名古屋市  

愛知労働局長優良賞  株式会社富士通中部システムズ  名古屋市  

平成１９年度  

愛知労働局長優良賞  株式会社ＩＮＡＸ  常滑市  

愛知労働局長優良賞  株式会社セントラルファイナンス 名古屋市  

愛知労働局長優良賞  トヨタ自動車株式会社 豊田市  

平成２０年度 愛知労働局長優良賞 デンソー株式会社 刈谷市 

平成２１年度  なし  

平成２２年度  なし  

平成２３年度  なし  

平成２４年度  なし  

平成２５年度 愛知労働局長優良賞 中部電力株式会社 名古屋市 

平成２６年度  なし  



（注）平成１１年度から「均等推進企業表彰」として実施。平成１９年度からは「ファミリー・フレンドリー企業表彰」

と統合、「均等・両立推進企業表彰（均等推進企業部門）」として実施。                     

※ 平成１１年度は「女性少年室長賞」 



 

愛知労働局管内の均等・両立推進企業表彰  
（ファミリー・フレンドリー企業部門）受賞企業一覧 

年度  表彰の種類  企業名  所在地  

平成１１年度 （愛知労働局長賞）※ 株式会社デンソー  刈谷市  

平成１２年度 愛知労働局長賞  株式会社丸栄  名古屋市  

平成１３年度 愛知労働局長賞  株式会社ミツカングループ本社 半田市  

平成１４年度 

愛知労働局長賞  株式会社豊田自動織機  刈谷市  

愛知労働局長賞  株式会社マキタ  安城市  

平成１５年度 

愛知労働局長賞  東邦ガス株式会社  名古屋市  

愛知労働局長賞  ブラザー工業株式会社  名古屋市  

平成１６年度 

愛知労働局長賞  東海旅客鉄道株式会社  名古屋市  

愛知労働局長賞  河村電器産業株式会社  瀬戸市  

平成１７年度 

愛知労働局長賞  株式会社 DNP 東海  名古屋市  

愛知労働局長賞  株式会社ＩＮＡＸ  常滑市  

平成１８年度 

厚生労働大臣努力賞  東海旅客鉄道株式会社  名古屋市  

愛知労働局長賞  株式会社ポッカコーポレーション  名古屋市  

平成１９年度  なし   

平成２０年度  なし   

平成２１年度  なし  

平成２２年度  なし  

平成２３年度  なし  

平成２４年度 

愛知労働局長優良賞 株式会社三和化学研究所 名古屋市 

愛知労働局長奨励賞 トヨタファイナンス株式会社 名古屋市 

平成２５年度  なし  

平成２６年度 厚生労働大臣優良賞 ブラザー工業株式会社 名古屋市 

（資料３） 



 
（注）平成１１年度から「ファミリー・フレンドリー企業表彰」として実施。平成１９年度からは「均等推進企業

表彰」と統合、「均等・両立推進企業表彰（ファミリー・フレンドリー企業部門）」として実施。                                     

※ 平成１１年度は「女性少年室長賞」 
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「均等・両立推進企業表彰」実施要領 
１ 趣旨・目的 

我が国では、男女ともにそれぞれの職業生活の全期間を通じて持てる能力を発揮できる職

場環境を整備することが求められている。このためには、企業が「女性労働者の能力発揮を

促進するための積極的な取組」及び「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」のそれ

ぞれについて、その相乗効果を生かしつつ、推進することが必要である。 
このため、「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組」又は「仕事と育児・介

護との両立支援のための取組」について、他の模範ともいうべき取組を推進している企業を

表彰し、これを広く国民に周知することにより、上記のような職場環境の整備の促進に資す

る。 
 
２ 表彰の種類 
（１）均等・両立推進企業表彰 

厚生労働大臣最優良賞 
（２）均等推進企業部門 
    厚生労働大臣優良賞 
    都道府県労働局長優良賞 
    都道府県労働局長奨励賞 
（３）ファミリー・フレンドリー企業部門 
    厚生労働大臣優良賞 
    都道府県労働局長優良賞 
    都道府県労働局長奨励賞 
 
３ 表彰の対象 

（１）均等・両立推進企業表彰 
厚生労働大臣最優良賞 

男女ともにそれぞれの職業生活の全期間を通じて持てる能力を発揮できる職場環境を

整備する企業として、特に他の模範ともいうべき取組を推進し、その成果が顕著である企

業 
（２）均等推進企業部門 

   ア 厚生労働大臣優良賞 
 女性の能力発揮を促進するために、他の模範ともいうべき取組を推進し、その成果が認

められる企業 
   イ 都道府県労働局長優良賞 
     地域において、女性の能力発揮を促進するために、他の模範ともいうべき取組を推進し

ている企業 
   ウ 都道府県労働局長奨励賞 

地域において、女性の能力発揮を促進するための取組を推進していると認められる企業 

（資料４） 
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（３）ファミリー・フレンドリー企業部門 
ア 厚生労働大臣優良賞 

     仕事と育児・介護が両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が

選択できるような他の模範ともいうべき取組を推進し、その成果が認められる企業 
イ 都道府県労働局長優良賞 

     地域において、仕事と育児・介護が両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働

き方を労働者が選択できるような他の模範ともいうべき取組を推進している企業 
ウ 都道府県労働局長奨励賞 

     地域において、仕事と育児・介護が両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働

き方を労働者が選択できるような取組を推進していると認められる企業 
 
４ 募集及び応募 
 （１）募集は年１回、公募により行うものとし、対象は、別紙１「均等・両立推進企業表彰基準」

（以下「表彰基準」という。）を満たす企業とする。 
 （２）ファクシミリ又は郵送にて送付された応募用紙は、各都道府県労働局雇用均等室において

受け付ける。なお、応募は電子申請でも受け付ける。 
 
５ 選考及び決定の方法 

（１）応募書類の審査を行った後、都道府県労働局雇用均等室が、取組内容等の詳細についての

ヒアリングを実施する。 
（２）都道府県労働局長は、ヒアリング結果を基に、表彰基準を満たす企業の中から、都道府県

労働局長賞の受賞企業及び厚生労働大臣賞の候補企業を決定し、厚生労働大臣に対し、厚生

労働大臣賞候補企業の推薦を行う。 
（３）厚生労働大臣は、推薦された企業の中から、厚生労働大臣最優良賞及び厚生労働大臣優良

賞の受賞企業を決定する。 
 

６ その他 
（１）実施要領、表彰基準及び応募用紙は厚生労働省ホームページに掲載する。 
（２）選考結果は、都道府県労働局雇用均等室が応募企業に通知する。 
（３）受賞企業には、毎年１０月に表彰状の授与等を行う。 
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別紙１ 

均等・両立推進企業表彰基準 

 

１．厚生労働大臣最優良賞 

（１）過去に均等推進企業部門の厚生労働大臣優良賞（平成１１年度若しくは平成１２年  

度における労働大臣優良賞若しくは努力賞、平成１３年度若しくは平成１４年度にお

ける厚生労働大臣優良賞若しくは努力賞又は平成１５年度以降における厚生労働大臣

最優良賞若しくは優良賞を含む。）を受賞し、受賞後更に取組成果が進んでいると認

められ、かつ、均等推進企業部門及びファミリー・フレンドリー企業部門の厚生労働

大臣優良賞の表彰基準を満たす企業であること。 

または、過去にファミリー・フレンドリー企業部門の厚生労働大臣優良賞（平成１

１年度若しくは平成１２年度における労働大臣優良賞若しくは努力賞又は平成１３年

度以降における厚生労働大臣優良賞若しくは努力賞を含む。）を受賞し、受賞後更に

取組成果が進んでいると認められ、かつ、均等推進企業部門及びファミリー・フレン

ドリー企業部門の厚生労働大臣優良賞の表彰基準を満たす企業であること。 

（２）応募時点において、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び次世代育成支援対  

策推進法の義務規定違反がないこと。 

（３）上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上又は社会  

通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。 

（４）過去に厚生労働大臣最優良賞を受賞していないこと。 

 

２．均等推進企業部門 

（１）厚生労働大臣優良賞 

① 女性労働者の能力発揮を促進するための積極的取組（ポジティブ・アクション）に

取り組んでいることを企業の方針として示し、かつ積極的にこれに取り組んでいるこ

とを「ポジティブ・アクション応援サイト」又は「女性の活躍推進宣言コーナー」に

公表していること。 

② 「女性のみを対象」又は「女性優遇」の取組が、男性労働者と比較して相当程度少

ない場合（雇用管理区分ごとにみて女性労働者の割合が４割を下回っている状況）に

限られていること。 

③ ポジティブ・アクションの取組のうち、「採用拡大」、「職域拡大」又は「管理職

登用」の取組目標を立てていること。 

④ ポジティブ・アクションの「取組体制」及び「取組内容」（「採用拡大」、「職域

拡大」、「管理職登用」又は「職場環境・職場風土の改善」）に関する評価項目の点

数が４０点中２０点以上（労働者数３００人以下の企業については、１５点以上）あ

ること。 
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⑤ 応募年を含め、過去３年間において、「採用拡大」、「職域拡大」又は「管理職登

用」のうち２項目以上において「取組成果」が見られること。このうち、「取組成果」

が見られない項目については、過去３年間の実績を比較し、実績が著しく下がってい

ないこと。その他、他の企業の模範となるようなポジティブ・アクションの取組を行

っており、かつ本表彰の趣旨にふさわしくない雇用管理が行われていないこと。 

⑥ 雇用管理状況について全国（産業別）の平均と比較して、「管理職に占める女性割

合」において３点（係長クラス、課長クラスともに平均並以上であり、部長クラス以

上にも女性がいること）であること。併せて、その他６項目中、ゼロ点が２項目以下

であること。 

⑦ 応募時点において、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び次世代育成支援対

策推進法の義務規定違反がないこと。 

⑧ 上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上又は社会

通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。 

⑨ 過去に均等推進企業部門の厚生労働大臣優良賞（過去の均等推進企業表彰の平成１

１年度若しくは平成１２年度における労働大臣優良賞若しくは努力賞、平成１３年度

若しくは平成１４年度における厚生労働大臣優良賞若しくは努力賞又は平成１５年度

以降における厚生労働大臣最優良賞若しくは優良賞を含む。）を受賞していないこと。 

 

（２）都道府県労働局長優良賞 

① 女性労働者の能力発揮を促進するための積極的取組（ポジティブ・アクション）に

取り組んでいることを企業の方針として示し、かつ積極的にこれに取り組んでいるこ

とを「ポジティブ・アクション応援サイト」又は「女性の活躍推進宣言コーナー」に

公表していること。 

② 「女性のみを対象」又は「女性優遇」の取組が、男性労働者と比較して相当程度少

ない場合（雇用管理区分ごとにみて女性労働者の割合が４割を下回っている状況）に

限られていること。 

③ ポジティブ・アクションの「取組体制」及び「取組内容」（「採用拡大」、「職域

拡大」、「管理職登用」又は「職場環境・職場風土の改善」）に関する評価項目の点

数が４０点中１０点以上あること。 

④ 応募年を含め、過去３年間において、「採用拡大」、「職域拡大」又は「管理職登

用」のうち１項目以上において成果が見られること。その他、他の企業の模範となる

ようなポジティブ・アクションの取組を行っており、かつ本表彰の趣旨にふさわしく

ない雇用管理が行われていないこと。 

⑤ 応募時点において、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び次世代育成支援対

策推進法の義務規定違反がないこと。 

⑥ 上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上又は社会

通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。 
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⑦ 過去に均等推進企業部門の都道府県労働局長優良賞（過去の均等推進企業表彰の平

成１１年度における都道府県女性少年室長賞、平成１２年度から平成１４年度までに

おける都道府県労働局長賞、平成１５年度以降の都道府県労働局長優良賞を含む。）を

受賞していないこと。 

  

（３）都道府県労働局長奨励賞 

① 女性労働者の能力発揮を促進するための積極的取組（ポジティブ・アクション）に

取り組んでいることを企業の方針として示し、かつ積極的にこれに取り組んでいるこ

とを「ポジティブ・アクション応援サイト」又は「女性の活躍推進宣言コーナー」に

公表していること。 

② 「女性のみを対象」又は「女性優遇」の取組が、男性労働者と比較して相当程度少

ない場合（雇用管理区分ごとにみて女性労働者の割合が４割を下回っている状況）に

限られていること。 

③ ポジティブ・アクションの「取組体制」及び「取組内容」（「採用拡大」、「職域

拡大」、「管理職登用」又は「職場環境・職場風土の改善」）に関する評価項目の点

数が４０点中５点以上あること。 

④ その他、他の企業の模範となるようなポジティブ・アクションの取組を行っており、

かつ本表彰の趣旨にふさわしくない雇用管理が行われていないこと。 

⑤ 応募時点において、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び次世代育成支援対

策推進法の義務規定違反がないこと。 

⑥ 上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上又は社会

通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。 

⑦ 過去に均等推進企業部門の都道府県労働局長奨励賞（過去の均等推進企業表彰の平

成１５年度以降の都道府県労働局長奨励賞を含む。）を受賞していないこと。 

 

 

３．ファミリー・フレンドリー企業部門 

（１）厚生労働大臣優良賞 

 ① 両立指標（平成２４年２月改正版両立指標（別紙２参照）をいう。以下同じ。）の

評価結果が、分野１、２、及び４がおおむね３０％以上、かつ分野３又は５がおおむ

ね３０％以上であること。 

 ② 両立指標の点数が、労働者数３０１人以上の企業については３７０点以上、労働者

数３００人以下の企業については３４０点以上であること。 

 ③ 以下アからクまでの措置のすべてを実施しているものであること。 

ア 休業の期間や回数等において、育児・介護休業法を上回る育児休業制度が導入さ

れていること。 

イ 休業の期間や回数等において、育児・介護休業法を上回る介護休業制度が導入さ
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れていること。 

ウ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる所定労働時間

の短縮措置等が導入されていること。 

エ 期間や回数において育児・介護休業法を上回る介護のための所定労働時間の短縮

措置等が導入されていること。 

オ 企業として両立支援に取り組む方針を明確にしていること 

カ 育児・介護休業終了後は、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが就

業規則等に明記されていること。 

キ 育児・介護休業終了後の円滑な職場復帰のために、休業中の情報提供、復帰後の

教育訓練等を行っていること。 

ク 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けていること、または、認定を目指

していること。 

④ 過去３年間において、男性労働者が連続した１か月以上の期間、育児休業を取得し

た実績があること。又は、配偶者が出産した男性労働者が育児休業を取得した割合の

過去３年間の平均が、５％以上であること。  

⑤ 過去３年間において、在籍中出産した女性労働者の８０％以上が育児休業を取得し

ていること。 

⑥ 法定時間外労働が、企業全体で平均して労働者一人当たり年１５０時間未満である

こと。 

⑦ 年次有給休暇の取得率が、企業全体で平均して６０％以上であること。 

⑧ 労働者（有期契約労働者、派遣労働者を除く。）の平均勤続年数について、男性より

も女性が２０％以上短い場合、過去３年以前に比べ、その差が短縮傾向にあるか、又

は勤続年数の長い女性が増加傾向にあること。 

⑨ 仕事と家庭を両立して、働き続けやすい企業風土があること。 

⑩ その他、両立支援に関する政府目標に沿い、他の企業の模範となるような両立支援

のための制度や雇用管理が行われており、かつ本表彰の趣旨にふさわしくない雇用管

理が行われていないこと。 

⑪ 応募時点において、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の義務規定違反がな

いこと。 

⑫ 上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上又は社会

通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。 

⑬ 過去にファミリー・フレンドリー企業部門の厚生労働大臣優良賞（過去のファミリ

ー・フレンドリー企業表彰の平成１１年度若しくは平成１２年度における労働大臣優

良賞若しくは努力賞又は平成１３年度以降における厚生労働大臣優良賞若しくは努力

賞を含む。）を受賞していないこと。 
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（２）都道府県労働局長優良賞 

① 両立指標の評価結果が、分野１、２、及び４がおおむね３０％以上、かつ分野３又

は５がおおむね３０％以上であること。 

② 両立指標の点数が、労働者数３０１人以上の企業については２５５点以上、労働者

数３００人以下の企業については２３０点以上であること。 

③ 以下アからオまでの措置のすべてを実施しているものであること。 

    ア 休業の期間や回数等について、育児・介護休業法を上回る育児休業制度が導入さ

れていること。 

    イ 休業の期間や回数等について、育児・介護休業法を上回る介護休業制度が導入さ

れていること。 

  ウ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる所定労働時間

の短縮措置等が導入されていること。 

  エ 企業として両立支援に取り組む方針を明確にしていること 

  オ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けていること、または認定を目指し

ていること。 

 ④ 過去３年間において、男性労働者の育児休業取得の実績があること。 

 ⑤ 過去３年間において、在籍中出産した女性労働者の８０％以上が育児休業を取得し

ていること。 

 ⑥ 法定時間外労働が、企業全体で平均して労働者一人当たり年１５０時間未満である  

こと。 

 ⑦ 年次有給休暇の取得率が、企業全体で平均して５０％以上であること。 

 ⑧ 仕事と家庭を両立して、働き続けやすい企業風土があること。 

 ⑨ その他、他の企業の模範となるような両立支援のための制度や雇用管理が行われて  

おり、かつ本表彰の趣旨にふさわしくない雇用管理が行われていないこと。 

⑩ 応募時点において、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の義務規定違反がな

いこと。 

⑪ 上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上又は社会

通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。 

⑫ 過去にファミリー・フレンドリー企業部門の都道府県労働局長優良賞（過去のファ

ミリー・フレンドリー企業表彰の平成１１年度における女性少年室長賞又は平成１２

年度から平成１８年度までの都道府県労働局長賞を含む。）を受賞していないこと。 

 

（３）都道府県労働局長奨励賞 

① 両立指標の評価結果が、分野１、２、及び４がおおむね２０％以上、かつ分野３又

は５がおおむね２０％以上であること。 

② 両立指標の点数が、労働者数３０１人以上の企業については２１５点以上、労働者

数３００人以下の企業については２００点以上であること。 
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 ③ 以下アからオまでの措置のすべてを実施しているものであること。 

    ア 休業の期間や回数等について、育児・介護休業法を上回る育児休業制度が導入さ

れていること。 

    イ 休業の期間や回数等について、育児・介護休業法を上回る介護休業制度が導入さ

れていること。 

    ウ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる所定労働時間

の短縮措置等が導入されていること。 

    エ 企業として両立支援に取り組む方針を明確にしていること 

    オ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けていること、または認定を目指し

ていること。 

④ 過去３年間において、男性労働者の育児休業取得の実績があること。 

⑤ 過去３年間において、在籍中出産した女性労働者の８０％以上が育児休業を取得して

いること。 

⑥ 法定時間外労働が、企業全体で平均して労働者一人当たり年１５０時間未満である  

こと又は年次有給休暇の取得率が、企業全体で平均して５０％以上であること。 

⑦ 仕事と家庭を両立して、働き続けやすい企業風土があること。 

⑧ その他、他の企業の模範となるような両立支援のための制度や雇用管理が行われて  

おり、かつ本表彰の趣旨にふさわしくない雇用管理が行われていないこと。 

⑨ 応募時点において、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の義務規定違反がない

こと。 

⑩ 上記以外の労働関係法令に関し重大な違反がないこと及びその他の法令上又は社会

通念上、表彰するにふさわしくないと判断される問題を起こしていないこと。 

⑪ 過去にファミリー・フレンドリー企業部門の都道府県労働局長奨励賞を受賞していな

いこと。 

 


